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規則第２４号 

 生活保護法施行細則の一部を改正する規則を次のように定める。 

  平成２６年７月１日 

                             大和高田市長 吉 田 誠 克   

   生活保護法施行細則の一部を改正する規則 

生活保護法施行細則（平成２３年規則第１３号）の一部を次のように改正する。 

 第１条中「第２１号」の次に「。以下「施行規則」という。」を加える。 

 第４条第１項第４号から第６号までを削り、同項第７号中「様式第２０号」を「様式第１７号」に

改め、同号を同項第４号とし、同項第８号中「様式第２１号」を「様式第１８号」に改め、同号を同

項第５号とし、同項第９号中「様式第２２号」を「様式第１９号」に改め、同号を同項第６号とし、

同項第１０号中「様式第２３号」を「様式第２０号」に改め、同号を同項第７号とし、同項第１１号

を削り、同項第１２号中「様式第２５号」を「様式第２１号」に改め、同号を同項第８号とし、同項

第１３号中「様式第２６号」を「様式第２２号」に改め、同号を同項第９号とし、同項第１４号を同

項第１０号とし、同条第２項中「様式第２７号」を「様式第２３号」に改める。 

 第５条中「第２４条第１項及び第５項」を「第２４条第３項及び第９項」に改め、同条第１号中「様

式第２８号」を「様式第２４号」に改め、同条第２号中「様式第２９号」を「様式第２５号」に改め、

同条第３号中「様式第３０号」を「様式第２６号」に改める。 

 第６条中「様式第３１号」を「様式第２７号」に改める。 

 第７条第１項中「様式第３２号」を「様式第２８号」に改め、同条第２項中「様式第３３号」を「様

式第２９号」に、「様式第３４号」を「様式第３０号」に改め、同条第３項中「様式第３５号」を「様

式第３１号」に改める。 

 第８条第１号を次のように改める。 

 （１） 生活保護法第２９条の規定に基づく調査について（依頼）（様式第３２号） 

 第８条第２号及び第３号を削り、同条第４号中「様式第３９号」を「様式第３３号」に改め、同号

を同条第２号とする。 

 第９条第２項中「様式第４０号」を「様式第３４号」に改め、同条に次の２項を加える。 

３ 法第２４条第８項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者

に対し、要保護者の保護の開始について通知するときは、生活保護法による保護の決定に伴う扶養

義務者への通知について（様式第３５号）により行うものとする。 

４ 法第２８条第２項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者

に対し、扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、生活保護法第２８条第２項の規

定に基づく報告について（依頼）（様式第３６号）により行うものとする。 

 第１０条中「様式第４１号」を「様式第３７号」に改める。 

 第１１条第１号中「様式第４２号、様式第４３号又は様式第４４号」を「様式第３８号、様式第３

９号又は様式第４０号」に改め、同条第２号中「様式第４５号」を「様式第４１号」に改める。 

 第１２条第１項中「様式第４６号」を「様式第４２号」に改め、同条第２項中「様式第４７号」を

「様式第４３号」に改め、同条第３項中「様式第４７号の２」を「様式第４４号」に改める。 

 第１３条中「様式第４８号」を「様式第４５号」に改め、同条ただし書中「様式第４９号」を「様

式第４６号」に改める。 

 第１４条中「様式第５０号」を「様式第４７号」に改める。 

 第１５条中「様式第５１号」を「様式第４８号」に改める。 

 第１６条を第２０条とし、同条の前に次の４条を加える。 

 
規 則 
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 （就労自立給付金） 

第１６条 施行規則第１８条の４第１項の規定による就労自立給付金の支給の申請は、就労自立給付

金申請書（様式第４９号）により行うものとする。 

 （就労自立給付金決定調書） 

第１７条 法第５５条の４第１項の規定により就労自立給付金を支給するときは、就労自立給付金決

定調書（様式第５０号）により行うものとする。 

 （就労自立給付金決定通知書） 

第１８条 法第５５条の４第１項の規定により就労自立給付金を支給するときは、就労自立給付金決

定通知書（様式第５１号）により行うものとする。 

（徴収金等支払申出書） 

第１９条 法第７８条の２第１項又は第２項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第７８条

に基づく徴収金の支払に充てる場合は、生活保護法第７８条の２の規定による保護金品等を徴収金

の納入に充てる申出書（様式第５２号）により行うものとする。 

 様式第１６号を次のように改める。 

 

様式第１６号（第４条関係）       

 

同意書 

 

 生活保護法（以下「法」という。）による保護の決定若しくは実施又は法第７７条若しくは法第７８

条の規定の施行のために必要があるときは、私及び私の世帯員（以下「私等」という。）の以下に掲げ

る事項につき、貴福祉事務所が官公署、日本年金機構若しくは共済組合等（以下「官公署等」という。）

に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社、私等の雇主、その他の

関係人（以下「銀行等」という。）に報告を求めることに同意します。 

 また、貴福祉事務所の調査又は報告要求に対し、官公署等又は銀行等が報告することについて、私等

が同意している旨を官公署等又は銀行等に伝えて構いません。 

 

 

・ 氏名及び住所又は居所 

・ 資産及び収入の状況（生業若しくは就労又は求職活動の状況、扶養義務者の扶養の状況及び他の法

律に定める扶助の状況を含む。） 

・ 健康状態 

・ 他の保護の実施機関における保護の決定及び実施の状況 

・ 支出の状況 

 

※ 保護廃止後は、氏名及び住所又は居所、健康状態並びに他の保護の実施機関における保護の決定及

び実施の状況を除き、保護を受けていた期間における事項に限る。 

 

     年  月  日 

住  所                         

 

氏  名                      印  
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大和高田市社会福祉事務所長 殿 

 

 

現住所又は現居所   （                          ） 

旧住所又は旧居所   （                          ） 

電話番号又は連絡先  （                          ） 

 

氏  名 性 別 続 柄 生 年 月 日 印 

 ①  男・女  Ｍ・Ｔ・Ｓ・Ｈ    年  月  日  

 ②  男・女  Ｍ・Ｔ・Ｓ・Ｈ    年  月  日  

 ③  男・女  Ｍ・Ｔ・Ｓ・Ｈ    年  月  日  

 ④  男・女  Ｍ・Ｔ・Ｓ・Ｈ    年  月  日  

 ⑤  男・女  Ｍ・Ｔ・Ｓ・Ｈ    年  月  日  

 ⑥  男・女  Ｍ・Ｔ・Ｓ・Ｈ    年  月  日  

 ⑦  男・女  Ｍ・Ｔ・Ｓ・Ｈ    年  月  日  

 ⑧  男・女  Ｍ・Ｔ・Ｓ・Ｈ    年  月  日  

             の親権者氏名              印 

 

※ ただし、この同意書は、同意年月日と調査時期は相違するが、保護実施期間中及び保護廃止後に

おいても社会福祉事務所長が必要と認めた場合、効力を有する。 

 

原本と相違ないことを証明する。 

           年  月  日 

大和高田市社会福祉事務所長   印 

 

 

 

 様式第１７号から様式第１９号までを削る。 

 様式第２０号中「その費用の」の次に「額の」を、「徴収する」の次に「ほか、その徴収する額に１

００分の４０を乗じて得た額以下の金額を徴収する」を加え、「３０万円」を「１００万円」に改め、

同様式を様式第１７号とする。 

 様式第２１号中「すべて」を「全て」に改め、同様式を様式第１８号とする。 

 様式第２２号を様式第１９号とし、様式第２３号を様式第２０号とする。 

 様式第２４号を削り、様式第２５号を様式第２１号とし、様式第２６号から様式第３０号までを４

様式ずつ繰り上げる。 

 様式第３１号中「、支出」を「、自ら、健康の保持及び増進に努め、収入、支出その他生計の状況

を適切に把握するとともに支出」に、「維持、向上」を「維持及び向上」に改め、同様式を様式第２７

号とする。 

 様式第３２号中「第２８条第４項」を「第２８条第５項」に改め、同様式を様式第２８号とする。 

 様式第３３号を様式第２９号とし、様式第３４号を様式第３０号とし、様式第３５号を様式第３１

号とする。 

 様式第３６号を次のように改め、同様式を様式第３２号とする。 
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様式第３２号（第８条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

 

生活保護法第２９条の規定に基づく調査について（依頼） 

 

 

 保護の決定若しくは実施又は生活保護法（以下「法」という。）第７７条若しくは第７８条の規定の

施行のために必要がありますので、法第２９条の規定に基づき、下記の事項について照会します。 

 なお、当事務所において、入手した資料については、情報の秘密の保護に万全を期していますので

念のため申し添えます。 

記 

参考)生活保護法 

第２９条 保護の実施機関及び福祉事務所長は、保護の決定若しくは実施又は第７７条若しくは第

７８条の規定の施行のために必要があると認めるときは、次の各号に掲げる者の当該各号に定め

る事項につき、官公署、日本年金機構若しくは国民年金法(昭和３４年法律第１４１号)第３条第

２項に規定する共済組合等(以下「共済組合等」という。)に対し、必要な書類の閲覧若しくは資

料の提供を求め、又は銀行、信託会社、次の各号に掲げる者の雇主その他の関係人に、報告を求

めることができる。 

 一 要保護者又は被保護者であった者 氏名及び住所又は居所、資産及び収入の状況、健康状態、   

  他の保護の実施機関における保護の決定及び実施の状況その他政令で定める事項(被保護者で 

  あった者にあっては、氏名及び住所又は居所、健康状態並びに他の保護の実施機関における保

護の決定及び実施の状況を除き、保護を受けていた期間における事項に限る。) 

二 前号に掲げる者の扶養義務者 氏名及び住所又は居所、資産及び収入の状況その他政令等で

定める事項(被保護者であった者の扶養義務者にあっては、氏名及び住所又は居所を除き、当

該被保護者であった者が保護を受けていた期間における事項に限る。) 

２ 別表第一の上欄に掲げる官公署の長、日本年金機構又は共済組合等は、それぞれ同表の下欄に

掲げる情報につき、保護の実施機関又は福祉事務所長から前項の規定による求めがあったとき

は、速やかに、当該情報を記載し、若しくは記録した書類を閲覧させ、又は資料の提供を行うも

のとする。 

第２４条 保護の開始を申請する者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記

載した申請書を保護の実施機関に提出しなければならない。ただし、当該申請書を作成すること

ができない特別の事情があるときは、この限りではない。 

 一～三 (略) 

 四 要保護者の資産及び収入の状況(生業若しくは就労又は求職活動の状況、扶養義務者の扶養

の状況及び他の法律に定める扶助の状況を含む。以下同じ。) 

 五 (略) 

(参考２)生活保護法施行令 

第２条の２ 法第２９条第１項第１号に規定する政令で定める事項は、支出の状況とする。 

 

 

 様式第３７号及び様式第３８号を削り、様式第３９号を様式第３３号とし、様式第４０号を様式第

３４号とし、同様式の次に次の２様式を加える。 
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様式第３５号（第９条関係） 

 第     号 

年  月  日 

             殿           

          大和高田市社会福祉事務所長  印 

 

生活保護法による保護の決定に伴う扶養義務者への通知について 

 

 あなたの     に当たる甲さんに対して生活保護法による保護の開始を決定しますので生活保

護法第２４条第８項の規定に基づき通知します。 

 

 

氏      名（甲） 

 

 

 

保護の開始の申請があった日 

 

（参考） 

・生活保護法第４条第１項 

保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力、その他あらゆるものを、その最低 

限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。 

・生活保護法第４条第２項 

民法に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優

先して行われるものとする。 

・生活保護法第２４条第８項 

  保護の実施機関は知れたる扶養義務者が民法の規定による扶養義務を履行していないと認め

られる場合において、保護の開始の決定をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところに

より、あらかじめ、当該扶養義務者に対して書面をもって厚生労働省令で定める事項を通知しな

ければならない。ただし、あらかじめ通知することが適当でない場合として厚生労働省令で定め

る場合は、この限りではない。 

・民法第８７７条第１項 

   直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。 

・民法第８７７条第２項  

   家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、親等内の親族間におい

ても扶養の義務を負わせることができる。 

 

※「知れたる扶養義務者が民法の規定による扶養義務を履行していないと認められる場合」とは、当

初において、①定期的に会っているなど交際状況が良好であること、②扶養義務者の勤務先等から当

該要保護者にかかる扶養手当や税法上の扶養控除を受けていること、③高額な収入を得ているなど資

力があることが明らかであること等を総合的に勘案して判断しています。 

 

 

様式第３６号（第９条関係）      

 第     号 

年  月  日 

 

             殿            

              大和高田市社会福祉事務所長 印 

 

 

生活保護法第２８条第２項の規定に基づく報告について（依頼） 

 あなたの  に当たる  さん（住所：             ）は生活保護法による保護を
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申請して（受けて）いますが、生活保護法では民法に定められた扶養義務者による扶養は生活保護に

優先して行われるものとされており、民法に定める扶養義務を履行することが可能と認められる扶養

義務者が、扶養義務を履行していないときは、履行しない理由など保護の決定や実施などのために必

要な範囲で、扶養義務者に対して報告を求めることができることとなっています。 

つきましては、保護の決定や実施などのため必要がありますので、  年  月  日までに扶養

義務を履行しない理由について報告いただきますようお願いします。 

 

※「民法に定める扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者」とは、当所において、①

定期的に会っているなど交際状況が良好であること、②扶養義務者の勤務先等から当該要保護者にか

かる扶養手当や税法上の扶養控除を受けていること、③高額な収入を得ているなど資力があることが

明らかであること等を総合的に勘案して判断しています。 

（特記事項）                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（担当者      ） 

（参考） 

・生活保護法第４条第１項 

保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力、その他あらゆるものを、その最低 

限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。 

・生活保護法第４条第２項 

民法に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優

先して行われるものとする。 

・生活保護法第２８条第２項 

保護の実施機関は、保護の決定若しくは第７７条若しくは第７８条の規定の施行のため必要が

あると認めるときは、保護の開始又は変更の申請書及びその添付書類の内容を調査するために、

厚生労働省令で定めるところにより、要保護者の扶養義務者若しくはその他の同居の親族又は保

護の開始若しくは変更の申請の当時要保護者若しくはこれらの者であった者に対して、報告を求

めることができる。 

・民法第８７７条第１項 

   直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養する義務がある。 

・民法第８７７条第２項  

   家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、親等内の親族間におい

ても扶養の義務を負わせることができる。 

 

 

 様式第４１号を様式第３７号とし、様式第４２号から様式第４７号までを４様式ずつ繰り上げる。 

 様式第４７号の２を様式第４４号とし、様式第４８号を様式第４５号とし、様式第４９号から様式

第５１号までを３様式ずつ繰り上げる。 

 様式第５１号の次に次の４様式を加える。 
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様式第４９号（第１６条関係） 

 

就労自立給付金申請書 

 

下記のとおり、就労自立給付金の支給について必要書類を添えて申請します。 

 

記 

 

１. 保護を必要としなくなった事由 

 

 

 

２. 添付書類 

 

 

 

３. 世帯構成員 

 

 

 

氏    名 性  別 生 年 月 日 

 男・女 
年   月   日 

（     歳） 

 男・女 
年   月   日 

（     歳） 

 男・女 
年   月   日 

（     歳） 

 男・女 
年   月   日 

（     歳） 

 

 

上記のとおり相違ありません。 

 

 

     年  月  日 

 

 

申請者 住所又は居所 

                    氏    名                 印 

大和高田市社会福祉事務所長 殿 
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様式第５０号（第１７条関係） 

 

 

 

就労自立給付金決定調書 

ケース番号 対象者氏名 世帯構成 

   

決 

 

裁 

 

日 

 

 

年 月 日 

決 

 

 

 

裁 

所長 

課長 

課長補佐 

係長 

  
起案日 

 

年 月 日 

起案者 
 

就労自立給付金決定伺 

調書のとおり決定してよろしいか。 

なお、就労自立給付金決定通知書により通知してよろしいか。 

就労自立給付金決定欄 

 

算定対象期間 収入充当額 算 定 率 積 立 額 

    

    

    

    

    

    

 

積立合計額  

 

上 限 額  

 

支 給 額  
 

決  定  理  由 

 

支 給 日 及 び 支 給 方 法 
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様式第５１号（第１８条関係）      

 第     号 

年  月  日 

             殿                                

大和高田市社会福祉事務所長 

 

就労自立給付金決定通知書 

 

年   月   日付けで申請された生活保護法による就労自立給付金を、下記のとお 

り決定したことから通知します。 

 

 

記 

 

 

１ 支給額                       円 

 

 

２ 保護の廃止時期           年   月   日 

 

 

３ 支給を決定した理由 

 

 

４ 就労自立給付金の支給日及び支給方法 

 

 

 

 

 

 

 

（備考） 

（１） この決定通知書が申請書受理後１４日を経過した理由 

（２） この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６０日以

内に、奈良県知事に対し審査請求をすることができます（なお、決定があったことを知った日

の翌日から起算して６０日以内であっても、決定があった日の翌日から起算して１年を経過す

ると審査請求をすることができなくなります。）。 

（３） 上記（２）の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、その審査請求に対する裁決があったこ

とを知った日の翌日から起算して６月以内に、大和高田市を被告として（訴訟において大和高

田市を代表する者は大和高田市長となります。）この決定の取消しの訴えを提起することがで

きます（なお、裁決があったことを知った日の翌日から起算して６月以内であっても、裁決が

あった日の翌日から起算して１年を経過すると決定の取消しの訴えを提起することができな

くなります。）。ただし、次の①から③までのいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁

決を経ないでこの決定の取消しの訴えを提起することができます。①審査請求をした日の翌日

から起算して５０日を経過しても裁決がないとき。②決定、決定の執行又は手続の続行により

生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。③その他裁決を経ないことにつき正当

な理由があるとき。 

（４） 就労自立給付金は、この通知を受けた日の属する年分の一時所得となりますが、一時所得には

５０万円の特別控除がありますので、他に生命保険の一時金など一時所得に該当する所得があ

り、５０万円の特別控除をしてもなお残額がある場合に限り一時所得の金額が生じ、所得税及

び個人住民税が課税されることになります。 
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様式第５２号（第１９条関係） 

 

生活保護法第７８条の２の規定による保護金品等を 

徴収金の納入に充てる旨の申出書 

 

 私は、不実の申告など不正な手段により保護又は就労自立給付金の支給を受けた場合は、生活保護

法第７８条の２に基づき、交付される保護金品等（保護費（金銭給付されるものに限る。）及び就労自

立給付金をいう。以下同じ。）の額から、生活保護法第７８条に基づく徴収金のうち貴福祉事務所と協

議して定める額について、当該保護金品等の交付期日をもって支払に充てる旨を下記の内容について

確認した上で、申し出ます。 

 なお、申出の撤回又は申出内容の変更を行わない限りにおいて、この申出に基づき、徴収金を全て

納付するまで保護金品等から支払に充てるものとします。 

記 

○ 生活保護制度は、全額公費によってその財源が賄われていることから、不正受給はあってはなら

ない。不正受給があった場合、生活保護法第７８条に基づく徴収金は、必ず全額支払わなければな

らないものであること。 

○ 不正をしようとする意思がなくても、申告漏れが度重なる場合は、「不実の申告」と大和高田市社

会福祉事務所に判断される場合があること。 

○ 徴収金の支払に際して、一括して納付することが困難な場合には、家計の節約に努め、この申出

の方法により保護金品等から支払に充てること。 

     年   月   日 

    住 所 

    氏 名                       印 

大和高田市社会福祉事務所長 殿 

 

 

   年   月   日 

 私は、この申出に基づき、     年   月分からの保護金品等より、毎月 

          円を     年   月   日付費用徴収決定通知による法第７８条

の規定に基づく徴収金の支払に充てるものとします。 

 

   附 則 

この規則は、平成２６年７月１日から施行する。 

 

規則第２６号 

 大和高田市養育医療の給付に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

  平成２６年９月３０日 

                             大和高田市長 吉 田 誠 克   

   大和高田市養育医療の給付に関する規則の一部を改正する規則 

 大和高田市養育医療の給付に関する規則（平成２５年規則第１１号）の一部を次のように改正する。 

第９条第２項中「１円」を「１０円」に改める。 

別表備考の２の（２）中「第３項」を「第６項」に、「第４項」を「第５項」に、「第５項」を「第

６項」に、「第４１条の１９の３第１項及び第２項」を「第４１条の１９の３第１項及び第３項」に、

「第２項並びに第４１条の１９の５第１項」を「第３項」に改め、同表備考の３中（３）を（４）と

し、（２）の次に次のように加える。 
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 （３） １０円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２６年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正後の大和高田市養育医療の給付に関する規則の規定は、施行の日以後に決定

される徴収金について適用し、同日前に決定された徴収金については、なお従前の例による。 

 

規則第２７号 

大和高田市男女共同参画審議会規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

  平成２６年９月３０日 

                             大和高田市長 吉 田 誠 克   

   大和高田市男女共同参画審議会規則の一部を改正する規則 

大和高田市男女共同参画審議会規則（平成１４年規則第３１号）の一部を次のように改正する。 

 第７条を第８条とし、第６条を第７条とし、第５条の次に次の１条を加える。 

 （表彰部会） 

第６条 条例第１７条の規定による表彰に関し、被表彰者の選考について審査するため、審議会に表

彰部会（以下「部会」という。）を置く。 

２ 部会に部会長を置き、会長をもって充てる。 

３ 部会員は、会長が指名する委員をもって充てる。 

４ 会長が必要と認めるときは、部会に特別委員を置くことができる。 

５ 特別委員は、表彰事項に関し専門的知識を有する者の中から、会長と協議の上、市長が委嘱する。 

６ 部会は、会長が招集する。 

７ 部会長は、会議の結果を審議会に報告しなければならない。 

   附 則 

 この規則は、平成２６年１０月１日から施行する。 

 

規則第２８号 

 次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する

法律の施行に伴う関係規則の整理に関する規則を次のように定める。 

  平成２６年９月３０日 

                             大和高田市長 吉 田 誠 克   

次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正 

する法律の施行に伴う関係規則の整理に関する規則 

 （大和高田市行政組織規則の一部改正） 

第１条 大和高田市行政組織規則（平成２０年規則第３号）の一部を次のように改正する。 

  第４条第１項福祉部の部児童福祉課の款を次のように改める。 

  児童福祉課 

   児童福祉グループ 

（１） 児童福祉及び母子福祉施策の企画及び総合調整に関すること。 

（２） 児童手当、児童扶養手当及び特別児童扶養手当の支給に関すること。 

（３） 母子及び父子家庭自立支援給付金の支給に関すること。 

    （４） 母子及び寡婦福祉資金貸付金の申請に関すること。 

    （５） 父子福祉資金貸付金の申請に関すること。 

（６） 子育て短期支援事業に関すること。 
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（７） 母子・父子自立支援員に関すること。 

（８） 家庭児童相談室に関すること。 

（９） 少子化対策に関すること。 

（１０） 子育て支援に関すること。 

（１１） 子育て世帯臨時特例給付金給付事業に関すること。 

 （大和高田市社会福祉事務所長に対する事務委任規則の一部改正） 

第２条 大和高田市社会福祉事務所長に対する事務委任規則（昭和２６年規則第８号）の一部を次の

ように改正する。 

  第１２項中「母子及び寡婦福祉法」を「母子及び父子並びに寡婦福祉法」に改める。 

 （大和高田市保育所条例施行規則の一部改正） 

第３条 大和高田市保育所条例施行規則（平成１７年規則第１号）の一部を次のように改正する。 

  別表第２備考の３の（１）中「母子及び寡婦福祉法」を「母子及び父子並びに寡婦福祉法」に、

「第１７条」を「第６条第６項」に改める。 

 （児童福祉法に基づく助産施設及び母子生活支援施設の入所措置費用の徴収に関する規則の一部改 

正） 

第４条 児童福祉法に基づく助産施設及び母子生活支援施設の入所措置費用の徴収に関する規則（昭

和６３年規則第７号）の一部を次のように改正する。 

  別表備考の３の（２）中「母子及び寡婦福祉法」を「母子及び父子並びに寡婦福祉法」に、「第６

条」を「第１７条」に改める。 

   附 則 

 この規則は、平成２６年１０月１日から施行する。 

 

 

 

訓令第１２号 

 大和高田市決裁規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

  平成２６年９月３０日 

                             大和高田市長 吉 田 誠 克   

大和高田市決裁規程の一部を改正する訓令 

 大和高田市決裁規程（平成９年訓令第６号）の一部を次のように改正する。 

 別表第２の４の項第１号アの（ク）中「母子及び寡婦福祉法」を「母子及び父子並びに寡婦福祉法 

に改め、同項第４号アの（ウ）を次のように改める。 

   （ウ） 母子及び父子並びに寡婦福祉法 

   附 則 

 この訓令は、平成２６年１０月１日から施行する。 

 

 

 

告示第１０５号 

 大和高田市いきいき会社宣言事業所制度実施要綱を次のように定める。 

  平成２６年９月３０日 

                             大和高田市長 吉 田 誠 克   

   大和高田市いきいき会社宣言事業所制度実施要綱 

 （目的）   

第１条 この告示は、大和高田市いきいき会社宣言事業所制度に関する必要事項を定め、女性の能力

告 示 

 
訓 令 
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活用や仕事と家庭の両立支援等、性別にかかわらず誰もが働きやすい環境づくりを進めている事業

所をいきいき会社宣言事業所（以下「宣言事業所」という。）として登録し、その取組を広く紹介

することにより、市内に所在する事業所の男女共同参画の実現に向けた自主的な取組を促進し、働

きやすい職場づくりの推進を図ることを目的とする。 

 （対象事業所）   

第２条 対象となる事業所は、市内に所在する事業所（国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方

独立行政法人を除く。）のうち、次の各号のいずれかの取組を実施する事業所とする。 

（１） 性別に捉われない能力活用や女性の職域拡大のための取組 

（２） 仕事と家庭生活、その他の活動との両立を支援するための取組（ワーク・ライフ・バラン

スの取組） 

（３） 男女の人権に配慮した働きやすい職場環境づくりのための取組 

（４） 前３号に掲げるもののほか、男女が共に生き生きと働くことができる職場を創るための取

組 

 （登録の申請）   

第３条 宣言事業所として登録を受けようとする事業所の事業主は、別に定める募集期間内に、大和

高田市いきいき会社宣言事業所登録申請書（様式第１号）を市長に提出するものとする。 

 （登録の実施） 

第４条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容が第２条の規定に該当するかを調査

及び審査し、該当すると認められるときは、宣言事業所として登録するものとする。 

 （事業主の役割） 

第５条 宣言事業所として登録を受けた事業所の事業主は、実施する男女共同参画の推進を図るため

の取組を維持するとともに、その更なる充実を図るものとする。 

 （市の役割） 

第６条 市長は、毎年度、宣言事業所の取組状況を把握するものとする。 

２ 市長は、宣言事業所が実施する取組についてホームページ等での広報に努めるものとする。 

 （補則）   

第７条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。 

附 則  

この告示は、平成２６年１０月１日から施行する。 

 

様式第１号（第３条関係） 

大和高田市いきいき会社宣言事業所登録申請書 

◆事業所について                           年  月  日現在 

（ふりがな） 
事業所名 

 （ふりがな） 
代表者名 

 

所在地 

連絡先 

〒 

ＴＥＬ             ＦＡＸ 

Ｅ-Ｍａｉｌ 

業 種  設立年月日     年   月   日 

従業員数 

女性     人（うち非正規社員   人） 

男性     人（うち非正規社員   人） 

計      人（うち非正規社員   人） 

受賞歴 表彰名：         表彰年月（日）    年   月   （日） 
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◆担当者について 

（ふりがな） 
担当者名 

 所属（役職名） 
 

 ＴＥＬ           Ｅ-Ｍａｉｌ 

◆事業所の取組について 

◎具体的な取組内容 

【具体的な取組例】 
・女性の採用、登用及び職域拡大に取り組んでいる。 

・採用や昇給に男女差がない。 

・男性ばかりの職場に女性を採用した。又はその逆 

・育児や介護のための休暇等が取りやすい環境づくり 

・託児所を設けている。 

・ノー残業デーの導入 

・保育所、学校、地域等の行事への参加を奨励している。 

・意識啓発やセクシャル・ハラスメント研修の実施 等 
 １ 事業所の概要が分かる資料があれば添付してください。 
 ２ 制度、取組状況、独自の工夫等について、実施年月日、具体的内容、実績等を詳しくご記入く

ださい。 
 ３ 取組内容が分かるもの（規則・規程、パンフレット等）があれば添付してください。 
 ４ 記入欄が不足する場合は、任意の様式に記入し、添付してください。 
 ５ 受賞歴の欄には、表彰名、時期等をご記入ください。 

 

告示第１０６号 

 大和高田市男女共同参画社会づくり表彰実施要綱を次のように定める。 

  平成２６年９月３０日 

                             大和高田市長 吉 田 誠 克   

   大和高田市男女共同参画社会づくり表彰実施要綱 

 （趣旨）   

第１条 この告示は、大和高田市男女共同参画推進条例（平成１４年条例第１号）第１７条の規定に

基づき、男女共同参画社会の形成に関する取組を積極的に行う事業者等の表彰を行うことに関し、

必要な事項を定めるものとする。  

 （表彰の種類）   

第２条 この告示により行う表彰の種類は、次に掲げるとおりとし、１年度当たりの表彰者数は、若

干名とする。 

 （１） 個人の部 

 （２） 団体の部 

 （３） いきいき会社宣言事業所の部 
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 （表彰の対象）   

第３条 表彰は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる活動を行っていると認められるも

のについて行うものとする。 

（１） 個人の部 地域等において、５年以上継続して男女共同参画の推進に積極的に取り組んで

いる個人であって、その活動が他の模範であると認められる者  

（２） 団体の部 地域や教育の場において、５年以上継続して男女共同参画の推進に積極的に取

り組んでいる市内に所在する特定非営利活動法人、自治会、学校、ＰＴＡその他の団体であって、

その活動が他の模範であると認められるもの 

（３） いきいき会社宣言事業所の部 大和高田市いきいき会社宣言事業所制度実施要綱（平成２

６年告示第１０５号）第４条の規定に基づく登録を受けた事業所のうち、当該登録に係る取組を

５年以上継続して実施し、その取組が他の模範であると認められるもの 

 （表彰の方法）   

第４条 表彰は、表彰状に記念品を添えてこれを行う。 

２ 表彰は、毎年度１回行うものとする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限

りでない。 

 （表彰候補者の推薦） 

第５条 第２条第１号及び第２号の表彰候補者の推薦は、大和高田市男女共同参画推進市民会議委員、

大和高田市男女共同参画推進市民会議設置要綱（平成１５年告示第７８号）第３条第２項第２号に

規定する大和高田市男女共同参画推進市民会議委員の推薦を行った各種関係団体等又は市長の事

務部局の部長級職員、議会事務局長、教育委員会事務局長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事

務局長、農業委員会事務局長、会計課長若しくは上下水道部長が行うものとする。 

２ 第２条第１号の表彰候補者の推薦を行おうとする者は、大和高田市男女共同参画社会づくり表彰

（個人の部）推薦書（様式第１号）を市長に提出するものとする。 

３ 第２条第２号の表彰候補者の推薦を行おうとする者は、大和高田市男女共同参画社会づくり表彰

（団体の部）推薦書（様式第２号）を市長に提出するものとする。 

４ 第２条第３号の表彰候補者の推薦は、市民部長が行うものとする。 

 （被表彰者の決定） 

第６条 市長は、前条の規定により推薦されたもののうちから、被表彰者を決定する。 

 （被表彰者の選考）  

第７条 前条の規定による決定を適正に行うため、被表彰者の選考は、大和高田市男女共同参画審議

会において審査するものとする。 

 （公表） 

第８条 表彰を行ったときは、表彰を受けたものの氏名又は名称及び表彰事由を公表するもとのとす

る。 

 （庶務） 

第９条 表彰に関する事務は、市民部人権施策課において処理する。 

 （補則） 

第１０条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。 

附 則  

この告示は、平成２６年１０月１日から施行する。 
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様式第１号（第５条関係） 

 

大和高田市男女共同参画社会づくり表彰（個人の部）推薦書 

 

（ふりがな） 

氏 名 

 

生年月日 
大正・昭和・平成 

   年   月   日生   歳 

住 所 

連絡先 

〒 

 

ＴＥＬ                 ＦＡＸ 

Ｅ－Ｍａｉｌ 

活動歴等 

※年月順に

記入 

活動年月 

＜ 年 月～ 年 月＞ 
役職名・活動内容等 

  

受賞歴 表彰名：               表彰年月：      年    月 

具体的な活

動内容と推

薦理由 

 

 

 

 

 

推薦者 

上記の者を大和高田市男女共同参画社会づくり表彰（個人の部）候補者として推

薦します。 

     年  月  日 

 住所 〒 

 

 団体名・所属名 

 氏名 

 ＴＥＬ              ＦＡＸ 

 Ｅ―Ｍａｉｌ 

１ 受賞歴の欄には、同種の受賞歴がある場合、その表彰名、表彰時期等をご記入ください。 

２ 記入された活動内容が分かるもの（資料、新聞記事等）があれば添付してください。 

３ 記入欄が不足する場合は、任意の様式に記入、添付してください。 
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様式第２号（第５条関係） 

 

大和高田市男女共同参画社会づくり表彰（団体の部）推薦書 

 

（ふりがな） 

団体等名 

 
（ふりがな） 

代表者名 
 

団体所在地 

又は 

代表者住所 

連絡先 

〒 

 

ＴＥＬ                ＦＡＸ 

Ｅ-Ｍａｉｌ 

設立年月日     年   月   日 

構成人員 女性   人 ・ 男性   人      合計   人 

活動歴等 

※年月順に記

入 

活動年月 

＜ 年 月～ 年 月＞ 
活動内容等 

  

受賞歴 表彰名：                表彰年月：     年    月 

具体的な活動

内容と推薦理

由 

 

 

 

 

 

 

推薦者 

上記のものを大和高田市男女共同参画社会づくり表彰（団体の部）候補者として推

薦します。 

     年  月  日 

 住所 〒 

 

 団体名・所属名 

 氏名 

 ＴＥＬ             ＦＡＸ 

 Ｅ―Ｍａｉｌ 

１ 受賞歴の欄には、同種の受賞歴がある場合、その表彰名、表彰時期等をご記入ください。 

２ 記入された活動内容が分かるもの（資料、新聞記事等）があれば添付してください。 

３ 記入欄が不足する場合は、任意の様式に記入、添付してください。 
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告示第１０７号 

次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正す

る法律の施行に伴う関係告示の整理に関する告示を次のように定める。 

  平成２６年９月３０日 

                             大和高田市長 吉 田 誠 克   

次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正

する法律の施行に伴う関係告示の整理に関する告示 

 （大和高田市子育て短期支援事業実施要綱の一部改正） 

第１条 大和高田市子育て短期支援事業実施要綱（平成１６年告示第４１号）の一部を次のように改

正する。 

  別表備考中「母子及び寡婦福祉法」を「母子及び父子並びに寡婦福祉法」に改める。 

（大和高田市母子自立支援員設置要綱の一部改正） 

第２条 大和高田市母子自立支援員設置要綱（平成１９年告示第６号）の一部を次のように改正する。 

  題名を次のように改める。 

    大和高田市母子・父子自立支援員設置要綱 

  第１条中「母子及び寡婦福祉法」を「母子及び父子並びに寡婦福祉法」に、「母子自立支援員」を

「母子・父子自立支援員」に改める。 

（大和高田市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の一部改正） 

第３条 大和高田市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱（平成１６年告示第３６号）の一部を次の

ように改正する。 

  第２条中「母子及び寡婦福祉法」を「母子及び父子並びに寡婦福祉法」に、「第１７条」を「第６

条第６項」に改める。 

 （大和高田市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の一部改正） 

第４条 大和高田市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱（平成２６年告示第５０号）の一部を次

のように改正する。 

  第２条中「母子及び寡婦福祉法」を「母子及び父子並びに寡婦福祉法」に、「第１７条」を「第６

条第６項」に改める。 

  第５条第１項第１号中「母子家庭等自立支援給付金」の次に「又は第３１条の１０に規定する父

子家庭自立支援給付金」を加える。 

第５条の２第３項中「母子自立支援員」を「母子・父子自立支援員」に改める。 

第６条第３項第３号中「法第６条第１項第３号」の次に「又は第２項第３号」を加える。 

  様式第４号中「母子及び寡婦福祉法第１７条」を「母子及び父子並びに寡婦福祉法第６条第６

項」に改める。 

（大和高田市特定随意契約対象者の登録に関する要綱の一部改正） 

第５条 大和高田市特定随意契約対象者の登録に関する要綱（平成２２年告示第３６号）の一部を次

のように改正する。 

  第２条第３号中「母子及び寡婦福祉法」を「母子及び父子並びに寡婦福祉法」に、「母子福祉団体」

を「母子・父子福祉団体」に、「母子及び寡婦の」を「母子及び父子並びに寡婦の」に改める。 

  第４条第１項第３号中「母子福祉団体」を「母子・父子福祉団体」に改める。 

様式第１号中「くさだい」を「ください」に、「母子福祉団体」を「母子・父子福祉団体」に改

める。 

   附 則 

 この規則は、平成２６年１０月１日から施行する。 
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告示第１１１号 

 平成２６年度国民健康保険税第１期の督促状を郵送により送達しましたが、その送達を受けるべき

者の住所等が不明であるため、送達できないので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条

の２の規定により、次のとおり公示送達します。 

 なお、公示送達に係る書類は財務部・収納対策室で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出が

あればいつでも交付します。 

平成２６年１０月３日 

                   大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ この通知の発送年月日 平成２６年８月１９日 

２ 送達を受けるべき者  市役所前の掲示場に掲示済み 

（注）地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算して７日を経過したと

きに書類の送達があったものとみなされます。 

 

告示第１１２号 

 平成２５年度国民健康保険税第１期の督促状を郵送により送達しましたが、その送達を受けるべき

者の住所等が不明であるため、送達できないので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条

の２の規定により、次のとおり公示送達します。 

 なお、公示送達に係る書類は財務部・収納対策室で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出が

あればいつでも交付します。 

平成２６年１０月３日 

                   大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ この通知の発送年月日 平成２６年４月１７日 

２ 送達を受けるべき者  市役所前の掲示場に掲示済み 

（注）地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算して７日を経過したと

きに書類の送達があったものとみなされます。 

 

告示第１１３号 

 平成２６年度市県民税第１期の督促状を郵送により送達しましたが、その送達を受けるべき者の住

所等が不明であるため、送達できないので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の

規定により、次のとおり公示送達します。 

 なお、公示送達に係る書類は財務部・収納対策室で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出が

あればいつでも交付します。 

平成２６年１０月３日 

                   大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ この通知の発送年月日 平成２６年７月２２日 

２ 送達を受けるべき者  市役所前の掲示場に掲示済み 

（注）地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算して７日を経過したと

きに書類の送達があったものとみなされます。 

 

告示第１１３号の２ 

 大和高田市自転車等の安全利用に関する条例（平成５年条例第１９号）第１０条第３項の規定によ

り利用者又は所有者からの引取りのない自転車等を次のとおり処分しますので、大和高田市自転車等

の安全利用に関する条例施行規則（平成５年規則第３３号）第５条の規定により告示します。 

  平成２６年１０月１５日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   
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１．処分の根拠 

  移動日から６０日経過したにもかかわらず、引取りがないため 

２．処分対象自転車等の保管場所 

  大和高田市曽大根 

  大和高田市高架下自転車保管所 

３．処分年月日 

  平成２７年２月１日 

４．処分対象自転車等の移動年月日 

  平成２６年７月３日、同月８日、同月１４日、同月１７日、同月２３日、同月２７日、同月２９ 

 日 

 

告示第１１４号 

 住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第８条の規定に基づき、次の者を職権により消除した

ので、住民基本台帳法施行令（昭和４２年政令２９２号）第１２条第４項の規定により告示する。 

なお、この処分に不服のある者は、処分があったことを知った日の翌日から起算して６０日以内に、

大和高田市長に対し異議申立てをすることができるとともに、当該異議申立ての決定に不服があると

きは、その決定のあったことを知った日の翌日から起算して３０日以内に、奈良県知事に対し審査請

求をすることができる。 

  平成２６年１０月１６日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

記 

１．職権消除日     平成２６年１０月１６日 

２．職権消除される者  市役所前の掲示場に掲示済み 

 

告示第１１５号 

 屋外広告物法第８条の規定により、次のとおり違反広告物を保管しましたので告示します。 

平成２６年１０月１６日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

整理

番号 
名   称 種 類 数量 設置場所 除却日 保管開始日 保管場所 

１ 住宅販売看板 はり札 ３ 
曽大根二

丁目 
９／１７ ９／１７ 

雲梯資材 

置き場 

２ 住宅販売看板 はり札 ３ 曽大根 ９／１７ ９／１７ 
雲梯資材 

置き場 

 

告示第１１６号 

 屋外広告物法第８条の規定により、次のとおり違反広告物を保管しましたので告示します。 

平成２６年１０月２１日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

整理

番号 
名   称 種 類 数量 設置場所 除却日 保管開始日 保管場所 

１ 日本共産党 はり札 ２１ 市内 １０／１７ １０／１７ 
市役所西

駐車場 

 

告示第１１７号 

平成２６年度国民健康保険税第１期の催促状を郵送により送達しましたが、その送達を受けるべき者
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の住所等が不明であるため、送達できないので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２

の規定により、次のとおり公示送達します。 

 なお、公示送達に係る書類は財務部・収納対策室で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出があ

ればいつでも交付します。 

  平成２６年１０月２４日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１．この納入通知書の発送年月日 平成２６年８月１９日 

２．送達を受けるべき者  市役所前の掲示場に掲示済み 

（注）地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算して７日を経過したとき

に、書類の送達があったものとみなされます。 

 

告示第１１８号 

平成２６年度国民健康保険税第２期の催促状を郵送により送達しましたが、その送達を受けるべき者

の住所等が不明であるため、送達できないので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２

の規定により、次のとおり公示送達します。 

 なお、公示送達に係る書類は財務部・収納対策室で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出があ

ればいつでも交付します。 

  平成２６年１０月２４日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１．この納入通知書の発送年月日 平成２６年９月２２日 

２．送達を受けるべき者  市役所前の掲示場に掲示済み 

（注）地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算して７日を経過したとき

に、書類の送達があったものとみなされます。 

 

告示第１１９号 

 大和高田市自転車等の安全利用に関する条例（平成５年条例第１９号）第９条の規定により自転車

等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第１０条第

１項の規定により告示します。 

  平成２６年１１月１日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１．移動理由 

自転車等放置禁止区域内に放置されていたため 

２．移動年月日 

平成２６年１０月２日、同月７日、同月１４日、同月１９日、同月２２日、同月２９日、同月３

０日 

３．移動対象区域 

近鉄松塚駅・近鉄築山駅・近鉄大和高田駅・近鉄高田市駅・ＪＲ高田駅・近鉄浮孔駅周辺自転車

等放置禁止区域 

４．保管場所 

大和高田市曽大根 

大和高田市高架下自転車保管所 

５．引取期間 

平成２７年５月４日 

６．引取時間 

  午前９時～正午・午後１時～午後５時。ただし、土曜日・日曜日は午前９時～正午 
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７．引取りのための必要事項 

（１） 印鑑、自転車等の鍵並びに住所及び氏名を確認できるもの（学生証・運転免許証・保険証

等）をお持ちください。 

（２） 次のとおり移動及び保管に要した費用を徴収します。 

  ア．移動費 ２，０００円 

  イ．保管費 １，０００円。ただし、移動日から１４日以内は無料 

８．連絡先 

  大和高田市役所 生活安全課  電話０７４５－２２－１１０１代表 

 

 

 

公告第１１６号 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成２６年１０月３日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 業 務 名 測量業務委託（本郷町外） 

２ 業務場所 大和高田市本郷町外地内 

３ 履行期間 契約締結日から平成２６年１２月２６日まで 

４ 業務内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加

資格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て満たしている

ものとします。 

（１）平成２６年度大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の測量業務

に登録している者であること。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続

開始の申立てがなされている者でないこと。 

（５）入札日において、大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第

８０号）に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（６）大和高田市暴力団排除条例（平成２３年告示第２２号）第２条第２号に規定

する暴力団員（以下同じ。）又は同条第１号に規定する暴力団若しくは暴力団員と

社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。 

６ 競争入札

参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き一般競争入札

参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格につい

ての確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又

は入札日において競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加する

ことができません。 

（１）申請書は、本市指定様式によるものとします。様式については、大和高田市

ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロード可能）するとともに、

契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（６）に係る暴力団排除に関する誓約書を（１）の申請

書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓約書は、本市指定様式によ

るものとし、様式については、（１）の申請書と同様に大和高田市ホームページに

掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け付

公 告 
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けません。 

（４）受付期間 平成２６年１０月３日（金）から平成２６年１０月７日（火）ま

で。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間 午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（６）提出場所 大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階環境建設部契約監理室 

７ 競争入札

参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うものとし、その結

果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日  平成２６年１０月８日（水） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、条件付き一般競争入札参加資格確認通知書

を送付する。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を郵送しま

す。 

８ 入札説明

書（仕様書）

の閲覧等 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。 

（１）閲覧の期間 平成２６年１０月３日（金）から平成２６年１０月１０日（金） 

まで。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（２）閲覧の時間 午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（３）閲覧の場所 大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階環境建設部契約監理室 

９ 入札説明

書（仕様書）

についての

質疑応答 

 

 

 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、次のとおり行

います。（質問書の様式は、任意とします。） 

（１）受付期間 平成２６年１０月３日（金）から平成２６年１０月１０日（金） 

まで 

（２）受付時間 午前８時３０分から午後５時まで。ただし、最終日は正午まで 

（３）送信先  大和高田市役所環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（４）回答期限 平成２６年１０月１０日（金）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書

の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限   平成２６年１０月１６日（木）。入札執行日の前日であるため、こ

の日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先  〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６日本郵便株式会社大和高田郵便局留 

大和高田市役所環境建設部契約監理室 

（３）郵送方法 不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書

への記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、契約希望金額の１０８分の１００に相当する金額を記載してください。 

１２ 入札保

証金 

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則第９

条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当する金額を違約金として徴収

します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参加資格

停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の

日時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時   平成２６年１０月１７日（金）午前９時 

（２）場所   大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階別棟会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の

無効 

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 



平成２６年１１月１０日（月）       大 和 高 田 市 公 報              第３１０号 

 26 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を

行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落札者の決定前

に４に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者

の決定等 

落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって

入札を行った者とします。 

１６ 契約保

証金 
免除します。 

１７ 最低制

限基準比

較価格 

￥９４０，０００（消費税等抜き） 

１８ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開札

を中止します。 

（３）入札者が２者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第１１７号 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成２６年１０月１０日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工事名 配水管布設工事（根成柿）・給配水管移設工事（根成柿） 

２ 工事場所 大和高田市根成柿地内 

３ 工事期間 契約締結の日から平成２７年３月３１日（火）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加 

資格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て満たしている

ものとします。 

（１）平成２６年度大和高田市競争入札参加資格者名簿の管工事（水道）に登録さ

れている者であること。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）耐震継手配管技能者を配置することができる者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当する者でないこと。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続

開始の申立てがなされている者でないこと。 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく

資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（７）大和高田市暴力団排除条例（平成２３年条例第２２号）第２条第１号若しく

は第２号に該当する者又はこれらと社会的に非難されるべき関係を有する者でな

いこと。 

（８）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発注工事が履行

中（落札した時点から竣工検査を受けた日まで）でない者であること。 

（９）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注工事における他の入札案件に

おいて落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札

参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き一般競争入札

参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格につい

ての確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又

は入札日において競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加する
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ことができません。 

（１）申請書は、本市指定様式（管工事（水道）用）によるものとします。様式に

ついては、大和高田市ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロー

ド可能）するとともに、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（７）に係る暴力団排除に関する誓約書を（１）の申請

書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓約書は、本市指定様式によ

るものとし、様式については、（１）の申請書と同様に大和高田市ホームページに

掲載しています。 

（３）申請書等の提出は、持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け

付けません。 

（４）受付期間  平成２６年１０月１０日（金）から平成２６年１０月１５日（水）

まで。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（５）受付時間  午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（６）受付場所  大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階環境建設部契約監理室 

７ 競争入札

参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うものとし、その結

果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日  平成２６年１０月１６日（木） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、条件付き一般競争入札参加資格確認通知書

を送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を郵送しま

す。 

８ 入札説明

書（仕様書）

の閲覧 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望者には入札説

明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧の期間 平成２６年１０月１０日（金）から平成２６年１０月１７日（金）

まで。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（２）閲覧の時間 午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（３）閲覧の場所 大和高田市大東町５番２２号 

大和高田市水道事業庁舎３階会議室 

９ 入札説明

書（仕様書）

についての

質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦＡ

Ｘで、次のとおり行います。 

（１）受付期間 平成２６年１０月１０日（金）から平成２６年１０月１７日（金） 

 まで 

（２）受付時間 午前８時３０分から午後５時まで。ただし、最終日は正午まで 

（３）送信先  大和高田市役所環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（４）回答期限 平成２６年１０月１７日（金）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書 

の提出方 

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限   平成２６年１０月２３日（木）。入札執行日の前日であるため、こ

の日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先  〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６日本郵便株式会社大和高田郵便局留 

大和高田市役所環境建設部契約監理室 

（３）郵送方法 不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書

への記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、契約希望金額の１０８分の１００に相当する金額を記載してください。 

１２ 入札保

証金 

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則第９

条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当する金額を違約金として徴収
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します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参加資格

停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の

日時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時   平成２６年１０月２４日（金）午前９時 

（２）場所   大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階別棟会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の

無効 

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を

行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、入札時点におい

て５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者

の決定 

落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって

入札を行った者とします。 

１６ 契約保

証金 
免除します。 

１７ 最低制

限基準比

較価格 

￥１０，６６０，０００円（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 

 

（１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開札

を中止します。 

（３）入札者が３者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によるところとします。 

 

公告第１１８号 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成２６年１０月１０日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工事名 配水管布設替工事及び消火栓新設工事（西坊城第３工区） 

２ 工事場所 大和高田市西坊城地内 

３ 工事期間 契約締結の日から平成２６年１２月２６日（金）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加

資格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て満たしている

ものとします。 

（１）平成２６年度大和高田市競争入札参加資格者名簿の管工事（水道）に登録さ

れている者であること。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）耐震継手配管技能者を配置することができる者であること。 

（４）石綿作業主任者を配置することができる者であること。 

（５）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当する者でないこと。 

（６）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続
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開始の申立てがなされている者でないこと。 

（７）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく

資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（８）大和高田市暴力団排除条例（平成２３年条例第２２号）第２条第１号若しく

は第２号に該当する者又はこれらと社会的に非難されるべき関係を有する者でな

いこと。 

（９）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発注工事が履行

中（落札した時点から竣工検査を受けた日まで）でない者であること。 

（１０）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注工事における他の入札案件

において落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札

参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き一般競争入札

参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格につい

ての確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又

は入札日において競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加する

ことができません。 

（１）申請書は、本市指定様式（管工事（水道）用）によるものとします。様式に

ついては、大和高田市ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロー

ド可能）するとともに、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（８）に係る暴力団排除に関する誓約書を（１）の申請

書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓約書は、本市指定様式によ

るものとし、様式については、（１）の申請書と同様に大和高田市ホームページに

掲載しています。 

（３）申請書等の提出は、持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け

付けません。 

（４）受付期間  平成２６年１０月１０日（金）から平成２６年１０月１５日（水）

まで。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（５）受付時間  午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（６）受付場所  大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階環境建設部契約監理室 

７ 競争入札

参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うものとし、その結

果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日  平成２６年１０月１６日（木） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、条件付き一般競争入札参加資格確認通知書

を送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を郵送しま

す。 

８ 入札説明

書（仕様書）

の閲覧 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望者には入札説

明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧の期間 平成２６年１０月１０日（金）から平成２６年１０月１７日（金）

まで。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（２）閲覧の時間 午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（３）閲覧の場所 大和高田市大東町５番２２号 

大和高田市水道事業庁舎３階会議室 

９ 入札説明

書（仕様書）

についての

質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦＡ

Ｘで、次のとおり行います。 

（１）受付期間 平成２６年１０月１０日（金）から平成２６年１０月１７日（金） 

まで 

（２）受付時間 午前８時３０分から午後５時まで。ただし、最終日は正午まで 

（３）送信先  大和高田市役所環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 
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（４）回答期限 平成２６年１０月１７日（金）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書

の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限   平成２６年１０月２３日（木）。入札執行日の前日であるため、こ

の日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先  〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６日本郵便株式会社大和高田郵便局留 

大和高田市役所環境建設部契約監理室 

（３）郵送方法 不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書

への記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、契約希望金額の１０８分の１００に相当する金額を記載してください。 

１２ 入札保

証金 

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則第９

条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当する金額を違約金として徴収

します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参加資格

停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の

日時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時   平成２６年１０月２４日（金）午前９時１０分 

（２）場所   大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階別棟会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の

無効 

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を

行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、入札時点におい

て５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者

の決定 

落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって

入札を行った者とします。 

１６ 契約保

証金 
免除します。 

１７ 最低制

限基準比

較価格 

￥７，９８０，０００円（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 

 

（１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開札

を中止します。 

（３）入札者が３者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によるところとします。 

 

公告第１１９号 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成２６年１０月１０日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工事名 陵西配水場配水池スラブ修理工事 
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２ 工事場所 大和高田市野口地内 

３ 工事期間 契約締結の日から平成２７年３月３１日（火）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加

資格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て満たしている

ものとします。 

（１）平成２６年度大和高田市競争入札参加資格者名簿の塗装・防水工事に登録さ

れている者であること。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当する者でないこと。 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続

開始の申立てがなされている者でないこと。 

（５）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく

資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（６）大和高田市暴力団排除条例（平成２３年条例第２２号）第２条第１号若しく

は第２号に該当する者又はこれらと社会的に非難されるべき関係を有する者でな

いこと。 

６ 競争入札

参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き一般競争入札

参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格につい

ての確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又

は入札日において競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加する

ことができません。 

（１）申請書は、本市指定様式によるものとします。様式については、大和高田市

ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロード可能）するとともに、

契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（６）に係る暴力団排除に関する誓約書を（１）の申請

書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓約書は、本市指定様式によ

るものとし、様式については、（１）の申請書と同様に大和高田市ホームページに

掲載しています。 

（３）申請書等の提出は、持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け

付けません。 

（４）受付期間  平成２６年１０月１０日（金）から平成２６年１０月１５日（水）

まで。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（５）受付時間  午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（６）受付場所  大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階環境建設部契約監理室 

７ 競争入札

参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うものとし、その結

果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日  平成２６年１０月１６日（木） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、条件付き一般競争入札参加資格確認通知書

を送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を郵送しま

す。 

８ 入札説明

書（仕様書）

の配布 

入札説明書（仕様書）の配布は、次のとおり行います。 

（１）配布の期間 平成２６年１０月１０日（金）から平成２６年１０月１５日（水）

まで。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（２）配布の時間 午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（３）閲覧の場所 大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階環境建設部契約監理室 
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９ 入札説明

書（仕様書）

についての

質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦＡ

Ｘで、次のとおり行います。 

（１）受付期間 平成２６年１０月１０日（金）から平成２６年１０月１７日（金） 

まで 

（２）受付時間 午前８時３０分から午後５時まで。ただし、最終日は正午まで 

（３）送信先  大和高田市役所環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（４）回答期限 平成２６年１０月１７日（金）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書

の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限   平成２６年１０月２３日（木）。入札執行日の前日であるため、こ

の日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先  〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６日本郵便株式会社大和高田郵便局留 

大和高田市役所環境建設部契約監理室 

（３）郵送方法 不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書

への記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、契約希望金額の１０８分の１００に相当する金額を記載してください。 

１２ 入札保

証金 

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則第９

条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当する金額を違約金として徴収

します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参加資格

停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の

日時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時   平成２６年１０月２４日（金）午前９時３０分 

（２）場所   大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階別棟会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の

無効 

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を

行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、入札時点におい

て５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者

の決定 

落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって

入札を行った者とします。 

１６ 契約保

証金 
免除します。 

１７ 最低制

限基準比

較価格 

￥１０，９５０，０００円（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 

 

（１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開札

を中止します。 

（３）入札者が３者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によるところとします。 

 

公告第１２０号 
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次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成２６年１０月１０日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工事名 高６枝中三倉堂１丁目・中三倉堂２丁目地内管渠工事（１４）・給配水管移設工事（Ｇ

１４） 

２ 工事場所 大和高田市中三倉堂１丁目・中三倉堂２丁目地内 

３ 工事期間 契約締結の日から平成２７年２月２７日（金）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加

資格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て満たしている

ものとします。 

（１）平成２６年度大和高田市競争入札参加資格者名簿の土木工事に登録されてい

る者であること。 

（２）平成２６年度大和高田市格付け等級がＣであること。 

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当する者でないこと。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続

開始の申立てがなされている者でないこと。 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく

資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（７）大和高田市暴力団排除条例（平成２３年条例第２２号）第２条第１号若しく

は第２号に該当する者又はこれらと社会的に非難されるべき関係を有する者でな

いこと。 

（８）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発注工事が履行

中（落札した時点から竣工検査を受けた日まで）でない者であること。 

（９）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注工事における他の入札案件に

おいて落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札

参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き一般競争入札

参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格につい

ての確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又

は入札日において競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加する

ことができません。 

（１）申請書は、本市指定様式によるものとします。様式については、大和高田市

ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロード可能）するとともに、

契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（７）に係る暴力団排除に関する誓約書を（１）の申請

書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓約書は、本市指定様式によ

るものとし、様式については、（１）の申請書と同様に大和高田市ホームページに

掲載しています。 

（３）申請書等の提出は、持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け

付けません。 

（４）受付期間  平成２６年１０月１０日（金）から平成２６年１０月１５日（水）

まで。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（５）受付時間  午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（６）受付場所  大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階環境建設部契約監理室 

７ 競争入札

参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うものとし、その結

果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日  平成２６年１０月１６日（木） 
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（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、条件付き一般競争入札参加資格確認通知書

を送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を郵送しま

す。 

８ 入札説明

書（仕様書）

の閲覧 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望者には入札説

明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧の期間 平成２６年１０月１０日（金）から平成２６年１０月１７日（金）

まで。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（２）閲覧の時間 午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（３）閲覧の場所 大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階環境建設部契約監理室 

９ 入札説明

書（仕様書）

についての

質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦＡ

Ｘで、次のとおり行います。 

（１）受付期間 平成２６年１０月１０日（金）から平成２６年１０月１７日（金） 

まで 

（２）受付時間 午前８時３０分から午後５時まで。ただし、最終日は正午まで 

（３）送信先  大和高田市役所環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（４）回答期限 平成２６年１０月１７日（金）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書

の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限   平成２６年１０月２３日（木）。入札執行日の前日であるため、こ

の日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先  〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６日本郵便株式会社大和高田郵便局留 

大和高田市役所環境建設部契約監理室 

（３）郵送方法 不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書

への記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、契約希望金額の１０８分の１００に相当する金額を記載してください。 

１２ 入札保

証金 

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則第９

条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当する金額を違約金として徴収

します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参加資格

停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の

日時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時   平成２６年１０月２４日（金）午前１０時 

（２）場所   大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階別棟会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の

無効 

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を

行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、入札時点におい

て５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者

の決定 

落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって

入札を行った者とします。 

１６ 契約保

証金 
免除します。 
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１７ 最低制

限基準比

較価格 

￥１５，０００，０００円（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 

 

（１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開札

を中止します。 

（３）入札者が３者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によるところとします。 

 

公告第１２１号 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成２６年１０月１０日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工事名 高６枝東三倉堂町地内管渠工事（６５）・給配水管移設工事（Ｇ６５） 

２ 工事場所 大和高田市東三倉堂町地内 

３ 工事期間 契約締結の日から平成２７年２月２７日（金）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加

資格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て満たしている

ものとします。 

（１）平成２６年度大和高田市競争入札参加資格者名簿の土木工事に登録されてい

る者であること。 

（２）平成２６年度大和高田市格付け等級がＣであること。 

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当する者でないこと。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続

開始の申立てがなされている者でないこと。 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく

資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（７）大和高田市暴力団排除条例（平成２３年条例第２２号）第２条第１号若しく

は第２号に該当する者又はこれらと社会的に非難されるべき関係を有する者でな

いこと。 

（８）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発注工事が履行

中（落札した時点から竣工検査を受けた日まで）でない者であること。 

（９）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注工事における他の入札案件に

おいて落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札

参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き一般競争入札

参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格につい

ての確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又

は入札日において競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加する

ことができません。 

（１）申請書は、本市指定様式によるものとします。様式については、大和高田市

ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロード可能）するとともに、

契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（７）に係る暴力団排除に関する誓約書を（１）の申請
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書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓約書は、本市指定様式によ

るものとし、様式については、（１）の申請書と同様に大和高田市ホームページに

掲載しています。 

（３）申請書等の提出は、持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け

付けません。 

（４）受付期間  平成２６年１０月１０日（金）から平成２６年１０月１５日（水）

まで。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（５）受付時間  午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（６）受付場所  大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階環境建設部契約監理室 

７ 競争入札

参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うものとし、その結

果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日  平成２６年１０月１６日（木） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、条件付き一般競争入札参加資格確認通知書

を送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を郵送しま

す。 

８ 入札説明

書（仕様書）

の閲覧 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望者には入札説

明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧の期間 平成２６年１０月１０日（金）から平成２６年１０月１７日（金）

まで。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（２）閲覧の時間 午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（３）閲覧の場所 大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階環境建設部契約監理室 

９ 入札説明

書（仕様書）

についての

質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦＡ

Ｘで、次のとおり行います。 

（１）受付期間 平成２６年１０月１０日（金）から平成２６年１０月１７日（金）

まで 

（２）受付時間 午前８時３０分から午後５時まで。ただし、最終日は正午まで 

（３）送信先  大和高田市役所環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（４）回答期限 平成２６年１０月１７日（金）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書

の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限   平成２６年１０月２３日（木）。入札執行日の前日であるため、こ

の日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先  〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６日本郵便株式会社大和高田郵便局留 

大和高田市役所環境建設部契約監理室 

（３）郵送方法 不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書

への記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、契約希望金額の１０８分の１００に相当する金額を記載してください。 

１２ 入札保

証金 

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則第９

条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当する金額を違約金として徴収

します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参加資格

停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の

日時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時   平成２６年１０月２４日（金）午前１０時１０分 

（２）場所   大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階別棟会議室 
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（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の

無効 

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を

行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、入札時点におい

て５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者

の決定 

落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって

入札を行った者とします。 

１６ 契約保

証金 
免除します。 

１７ 最低制

限基準比

較価格 

￥１３，８８０，０００円（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 

 

（１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開札

を中止します。 

（３）入札者が３者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によるところとします。 

 

公告第１２２号 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成２６年１０月１０日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工事名 高６枝田井新町地内管渠工事（５８）・給配水管移設工事（Ｇ５８） 

２ 工事場所 大和高田市田井新町地内 

３ 工事期間 契約締結の日から平成２７年２月２７日（金）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加

資格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て満たしている

ものとします。 

（１）平成２６年度大和高田市競争入札参加資格者名簿の土木工事に登録されてい

る者であること。 

（２）平成２６年度大和高田市格付け等級がＣであること。 

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当する者でないこと。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続

開始の申立てがなされている者でないこと。 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく

資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（７）大和高田市暴力団排除条例（平成２３年条例第２２号）第２条第１号若しく

は第２号に該当する者又はこれらと社会的に非難されるべき関係を有する者でな

いこと。 
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（８）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発注工事が履行

中（落札した時点から竣工検査を受けた日まで）でない者であること。 

（９）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注工事における他の入札案件に

おいて落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札

参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き一般競争入札

参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格につい

ての確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又

は入札日において競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加する

ことができません。 

（１）申請書は、本市指定様式によるものとします。様式については、大和高田市

ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロード可能）するとともに、

契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（７）に係る暴力団排除に関する誓約書を（１）の申請

書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓約書は、本市指定様式によ

るものとし、様式については、（１）の申請書と同様に大和高田市ホームページに

掲載しています。 

（３）申請書等の提出は、持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け

付けません。 

（４）受付期間  平成２６年１０月１０日（金）から平成２６年１０月１５日（水）

まで。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（５）受付時間  午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（６）受付場所  大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階環境建設部契約監理室 

７ 競争入札

参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うものとし、その結

果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日  平成２６年１０月１６日（木） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、条件付き一般競争入札参加資格確認通知書

を送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を郵送しま

す。 

８ 入札説明

書（仕様書）

の閲覧 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望者には入札説

明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧の期間 平成２６年１０月１０日（金）から平成２６年１０月１７日（金）

まで。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（２）閲覧の時間 午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（３）閲覧の場所 大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階環境建設部契約監理室 

９ 入札説明

書（仕様書）

についての

質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦＡ

Ｘで、次のとおり行います。 

（１）受付期間 平成２６年１０月１０日（金）から平成２６年１０月１７日（金） 

まで 

（２）受付時間 午前８時３０分から午後５時まで。ただし、最終日は正午まで 

（３）送信先  大和高田市役所環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（４）回答期限 平成２６年１０月１７日（金）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書

の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限   平成２６年１０月２３日（木）。入札執行日の前日であるため、こ

の日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先  〒６３５－８７９９ 
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大和高田市神楽２－７－４６日本郵便株式会社大和高田郵便局留 

大和高田市役所環境建設部契約監理室 

（３）郵送方法 不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書

への記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、契約希望金額の１０８分の１００に相当する金額を記載してください。 

１２ 入札保

証金 

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則第９

条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当する金額を違約金として徴収

します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参加資格

停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の

日時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時   平成２６年１０月２４日（金）午前１０時２０分 

（２）場所   大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階別棟会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の

無効 

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を

行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、入札時点におい

て５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者

の決定 

落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって

入札を行った者とします。 

１６ 契約保

証金 
免除します。 

１７ 最低制

限基準比

較価格 

￥１２，０９０，０００円（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 

（１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開札

を中止します。 

（３）入札者が３者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によるところとします。 

 

公告第１２３号 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成２６年１０月１０日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工事名 高５枝曽大根１丁目地内管渠工事（１２）・給配水管移設工事（Ｇ１２） 

２ 工事場所 大和高田市曽大根１丁目地内 

３ 工事期間 契約締結の日から平成２７年２月２７日（金）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加

資格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て満たしている

ものとします。 
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（１）平成２６年度大和高田市競争入札参加資格者名簿の土木工事に登録されてい

る者であること。 

（２）平成２６年度大和高田市格付け等級がＣであること。 

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当する者でないこと。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続

開始の申立てがなされている者でないこと。 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく

資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（７）大和高田市暴力団排除条例（平成２３年条例第２２号）第２条第１号若しく

は第２号に該当する者又はこれらと社会的に非難されるべき関係を有する者でな

いこと。 

（８）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発注工事が履行

中（落札した時点から竣工検査を受けた日まで）でない者であること。 

（９）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注工事における他の入札案件に

おいて落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札

参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き一般競争入札

参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格につい

ての確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又

は入札日において競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加する

ことができません。 

（１）申請書は、本市指定様式によるものとします。様式については、大和高田市

ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロード可能）するとともに、

契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（７）に係る暴力団排除に関する誓約書を（１）の申請

書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓約書は、本市指定様式によ

るものとし、様式については、（１）の申請書と同様に大和高田市ホームページに

掲載しています。 

（３）申請書等の提出は、持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け

付けません。 

（４）受付期間  平成２６年１０月１０日（金）から平成２６年１０月１５日（水）

まで。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（５）受付時間  午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（６）受付場所  大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階環境建設部契約監理室 

７ 競争入札

参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うものとし、その結

果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日  平成２６年１０月１６日（木） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、条件付き一般競争入札参加資格確認通知書

を送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を郵送しま

す。 

８ 入札説明

書（仕様書）

の閲覧 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望者には入札説

明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧の期間 平成２６年１０月１０日（金）から平成２６年１０月１７日（金）

まで。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（２）閲覧の時間 午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（３）閲覧の場所 大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階環境建設部契約監理室 
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９ 入札説明

書（仕様書）

についての

質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦＡ

Ｘで、次のとおり行います。 

（１）受付期間 平成２６年１０月１０日（金）から平成２６年１０月１７日（金） 

まで 

（２）受付時間 午前８時３０分から午後５時まで。ただし、最終日は正午まで 

（３）送信先  大和高田市役所環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（４）回答期限 平成２６年１０月１７日（金）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書

の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限   平成２６年１０月２３日（木）。入札執行日の前日であるため、こ

の日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先  〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６日本郵便株式会社大和高田郵便局留 

大和高田市役所環境建設部契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便によるもの

とし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書

への記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、契約希望金額の１０８分の１００に相当する金額を記載してください。 

１２ 入札保

証金 

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則第９

条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当する金額を違約金として徴収

します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参加資格

停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の

日時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時   平成２６年１０月２４日（金）午前１０時３０分 

（２）場所   大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階別棟会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の

無効 

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を

行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、入札時点におい

て５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者

の決定 

落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって

入札を行った者とします。 

１６ 契約保

証金 
免除します。 

１７ 最低制

限基準比

較価格 

￥１１，９７０，０００円（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 

 

（１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開札

を中止します。 

（３）入札者が３者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によるところとします。 
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公告第１２４号 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成２６年１０月１０日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工事名 高６枝蔵之宮町地内管渠工事（６６）・給配水管移設工事（Ｇ６６）・蔵之宮地内側

溝維持工事 

２ 工事場所 大和高田市蔵之宮町地内 

３ 工事期間 契約締結の日から平成２７年２月２７日（金）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加

資格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て満たしている

ものとします。 

（１）平成２６年度大和高田市競争入札参加資格者名簿の土木工事に登録されてい

る者であること。 

（２）平成２６年度大和高田市格付け等級がＣであること。 

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当する者でないこと。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続

開始の申立てがなされている者でないこと。 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく

資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（７）大和高田市暴力団排除条例（平成２３年条例第２２号）第２条第１号若しく

は第２号に該当する者又はこれらと社会的に非難されるべき関係を有する者でな

いこと。 

（８）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発注工事が履行

中（落札した時点から竣工検査を受けた日まで）でない者であること。 

（９）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注工事における他の入札案件に

おいて落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札

参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き一般競争入札

参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格につい

ての確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又

は入札日において競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加する

ことができません。 

（１）申請書は、本市指定様式によるものとします。様式については、大和高田市

ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロード可能）するとともに、

契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（７）に係る暴力団排除に関する誓約書を（１）の申請

書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓約書は、本市指定様式によ

るものとし、様式については、（１）の申請書と同様に大和高田市ホームページに

掲載しています。 

（３）申請書等の提出は、持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け

付けません。 

（４）受付期間  平成２６年１０月１０日（金）から平成２６年１０月１５日（水）

まで。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（５）受付時間  午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（６）受付場所  大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階環境建設部契約監理室 

７ 競争入札 競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うものとし、その結
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参加資格の

確認通知 

果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日  平成２６年１０月１６日（木） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、条件付き一般競争入札参加資格確認通知書

を送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を郵送しま

す。 

８ 入札説明

書（仕様書）

の閲覧 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望者には入札説

明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧の期間 平成２６年１０月１０日（金）から平成２６年１０月１７日（金）

まで。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（２）閲覧の時間 午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（３）閲覧の場所 大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階環境建設部契約監理室 

９ 入札説明

書（仕様書）

についての

質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦＡ

Ｘで、次のとおり行います。 

（１）受付期間 平成２６年１０月１０日（金）から平成２６年１０月１７日（金） 

まで 

（２）受付時間 午前８時３０分から午後５時まで。ただし、最終日は正午まで 

（３）送信先  大和高田市役所環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（４）回答期限 平成２６年１０月１７日（金）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書

の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限   平成２６年１０月２３日（木）。入札執行日の前日であるため、こ

の日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先  〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６日本郵便株式会社大和高田郵便局留 

大和高田市役所環境建設部契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便によるもの

とし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書

への記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、契約希望金額の１０８分の１００に相当する金額を記載してください。 

１２ 入札保

証金 

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則第９

条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当する金額を違約金として徴収

します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参加資格

停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の

日時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時   平成２６年１０月２４日（金）午前１０時４０分 

（２）場所   大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階別棟会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の

無効 

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を

行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、入札時点におい

て５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者 落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって
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の決定 入札を行った者とします。 

１６ 契約保

証金 
免除します。 

１７ 最低制

限基準比

較価格 

￥１０，８００，０００円（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 

 

（１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開札

を中止します。 

（３）入札者が３者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によるところとします。 

 

公告第１２５号 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成２６年１０月１７日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 業務名 奥田はす池公園公衆便所新築工事設計業務委託 

２ 業務対象

場所 
大和高田市奥田地内 

３ 業務期間 契約締結の日から平成２７年１月３１日まで 

４ 業務内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加

資格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て満たしている

ものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者名簿の建築設計業務に登録されて

いる者であること。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）建築士法（昭和２５年５月２４日法律第２０２号）第２３条の規定に基づく

一級建築士事務所の登録を行っていること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。 

（５）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく

資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（６）大和高田市暴力団排除条例（平成２３年条例第２２号）第２条第１号若しく

は第２号に該当する者又はこれらと社会的に非難されるべき関係を有する者でな

いこと。 

６ 競争入札

参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き一般競争入札

参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格につい

ての確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又

は競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加することができませ

ん。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、大和高田市ホ

ームページの「入札情報」欄に掲載（ダウンロード可能）するとともに、契約監

理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（６）に係る暴力団排除に関する誓約書を（１）の申請

書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓約書は、本市指定様式によ

るものとし、様式については、（１）の申請書と同様に大和高田市ホームページに
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掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け付

けません。 

（４）受付期間  平成２６年１０月１７日（金）から平成２６年１０月２１日（火）

まで。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間  午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（６）受付場所  大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所環境建設部契約監理室（本庁舎南隣） 

７ 競争入札

参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うものとし、その結

果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日  平成２６年１０月２２日（水） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、条件付き一般競争入札参加資格確認通知書

を送付する。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を郵送する。 

８ 入札説明

書（仕様書）

の配布等 

入札説明書（仕様書）の配布は、次のとおり行います。 

（１）配布等の期間 平成２６年１０月１７日（金）から平成２６年１０月２１日

（火）まで。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（２）配布等の時間 午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（３）配布等の場所 大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所環境建設部契約監理室（本庁舎南隣） 

（４）費用の負担  配布に係る費用は、頂きません。 

９ 入札説明

書（仕様書）

についての

質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦＡ

Ｘで、次のとおり行います。 

（１）受付期間 平成２６年１０月１７日（金）から平成２６年１０月２４日（金）

まで。ただし、最終日は正午まで 

（２）受付時間 午前８時３０分から午後５時まで 

（３）送信先  大和高田市役所環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（４）回答期限 平成２６年１０月２４日（金）午後５時まで 

１０ 入札書

の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限   平成２６年１０月３０日（木）。入札執行日の前日であるため、こ

の日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先  〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６日本郵便株式会社大和高田郵便局留 

大和高田市役所環境建設部契約監理室 

（３）郵送方法 不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書

への記載 

 入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、契約希望金額の１０８分の１００に相当する金額を記載してください。 

１２ 入札保

証金 

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則第９

条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当する金額を違約金として徴収

します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参加資格

停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の

日時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時   平成２６年１０月３１日（金）午前９時 

（２）場所   大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階別棟会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の 無効の入札については、次のとおりとします。 
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無効 （１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を

行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落札者の決定前

に５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者

の決定 

落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって

入札を行った者とします。 

１６ 契約保

証金 
免除します。 

１７ 最低制

限価格 
￥５９０，０００（消費税抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開札

を中止します。 

（３）入札者が２者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第１２６号 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成２６年１０月３１日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 業 務 名 天３０号線１号橋測量業務委託 

２ 業務場所 大和高田市吉井・西坊城地内 

３ 履行期間 契約締結日から平成２６年１２月２６日まで 

４ 業務内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加

資格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て満たしている

ものとします。 

（１）平成２６年度大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の測量業務

に登録している者であること。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続

開始の申立てがなされている者でないこと。 

（５）入札日において、大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第

８０号）に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（６）大和高田市暴力団排除条例（平成２３年告示第２２号）第２条第２号に規定

する暴力団員（以下同じ。）又は同条第１号に規定する暴力団若しくは暴力団員と

社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。 

６ 競争入札

参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き一般競争入札

参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格につい

ての確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又

は入札日において競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加する

ことができません。 

（１）申請書は、本市指定様式によるものとします。様式については、大和高田市
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ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロード可能）するとともに、

契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（６）に係る暴力団排除に関する誓約書を（１）の申請

書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓約書は、本市指定様式によ

るものとし、様式については、（１）の申請書と同様に大和高田市ホームページに

掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け付

ません。 

（４）受付期間  平成２６年１０月３１日（金）から平成２６年１１月５日（水）

まで。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（５）受付時間  午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（６）提出場所  大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階環境建設部契約監理室 

７ 競争入札

参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うものとし、その結

果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日  平成２６年１１月６日（木） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、条件付き一般競争入札参加資格確認通知書

を送付する。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を郵送しま

す。 

８ 入札説明

書（仕様書）

の閲覧等 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。 

（１）閲覧の期間 平成２６年１０月３１日（金）から平成２６年１１月７日（金）

まで。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（２）閲覧の時間 午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（３）閲覧の場所 大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階環境建設部契約監理室 

９ 入札説明

書（仕様書）

についての

質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、次のとおり行

います。（質問書の様式は、任意とします。） 

（１）受付期間 平成２６年１０月３１日（金）から平成２６年１１月７日（金）

まで 

（２）受付時間 午前８時３０分から午後５時まで。ただし、最終日は正午まで 

（３）送信先  大和高田市役所環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（４）回答期限 平成２６年１１月７日（金）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書

の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限   平成２６年１１月１３日（木）。入札執行日の前日であるため、こ

の日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先  〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６日本郵便株式会社大和高田郵便局留 

大和高田市役所環境建設部契約監理室 

（３）郵送方法 不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書

への記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、契約希望金額の１０８分の１００に相当する金額を記載してください。 

１２ 入札保

証金 

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則第９

条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当する金額を違約金として徴収

します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参加資格

停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の 入札書の開札は、次のとおり行います。 
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日時等 （１）日時   平成２６年１１月１４日（金）午前９時 

（２）場所   大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階別棟会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の

無効 

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を

行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落札者の決定前

に４に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者

の決定等 

落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって

入札を行った者とします。 

１６ 契約保

証金 
免除します。 

１７ 最低制

限基準比

較価格 

￥７１０，０００（消費税等抜き） 

１８ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開札

を中止します。 

（３）入札者が２者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第１２７号 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成２６年１０月３１日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工事名 市営住宅新規募集に伴う室内改修（礒野団地１号棟２０１号・１号棟２０６号・１

号棟３０６号） 

２ 工事場所 大和高田市礒野北町地内 

３ 工事期間 契約締結の日から平成２７年１月９日（金）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加

資格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て満たしている

ものとします。 

（１）平成２６年度大和高田市競争入札参加資格者名簿の建築工事に登録されてい

る者であること。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）平成２６年度大和高田市格付け等級がＣ又はＤ等級の者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当する者でないこと。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続

開始の申立てがなされている者でないこと。 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく

資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（７）大和高田市暴力団排除条例（平成２３年条例第２２号）第２条第１号若しく

は第２号に該当する者又はこれらと社会的に非難されるべき関係を有する者でな

いこと。 
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６ 競争入札

参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き一般競争入札

参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格につい

ての確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又

は入札日において競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加する

ことができません。 

（１）申請書は、本市指定様式によるものとします。様式については、大和高田市

ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロード可能）するとともに、

契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（７）に係る暴力団排除に関する誓約書を（１）の申請

書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓約書は、本市指定様式によ

るものとし、様式については、（１）の申請書と同様に大和高田市ホームページに

掲載しています。 

（３）申請書等の提出は、持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け

付けません。 

（４）受付期間  平成２６年１０月３１日（金）から平成２６年１１月５日（水）

まで。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（５）受付時間  午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（６）受付場所  大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階環境建設部契約監理室 

７ 競争入札

参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うものとし、その結

果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日  平成２６年１１月６日（木） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、条件付き一般競争入札参加資格確認通知書

を送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を郵送しま

す。 

８ 入札説明

書（仕様書）

の配布 

入札説明書（仕様書）の配布は、次のとおり行います。 

（１）配布の期間 平成２６年１０月３１日（金）から平成２６年１１月５日（水）

まで。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（２）配布の時間 午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（３）閲覧の場所 大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階環境建設部契約監理室 

９ 入札説明

書（仕様書）

についての

質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦＡ

Ｘで、次のとおり行います。 

（１）受付期間 平成２６年１０月３１日（金）から平成２６年１１月７日（金） 

 まで 

（２）受付時間 午前８時３０分から午後５時まで。ただし、最終日は正午まで 

（３）送信先  大和高田市役所環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（４）回答期限 平成２６年１１月７日（金）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書

の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限   平成２６年１１月１３日（木）。入札執行日の前日であるため、こ

の日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先  〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６日本郵便株式会社大和高田郵便局留 

大和高田市役所環境建設部契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便によるもの

とし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 
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１１ 入札書

への記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、契約希望金額の１０８分の１００に相当する金額を記載してください。 

１２ 入札保

証金 

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則第９

条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当する金額を違約金として徴収

します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参加資格

停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の

日時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時   平成２６年１１月１４日（金）午前１０時 

（２）場所   大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階別棟会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の 

  無効 

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を

行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、入札時点におい

て５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者

の決定 

落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって

入札を行った者とします。 

１６ 契約保 

証金 

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則第９条

第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当する金額を違約金として徴収し

ます。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停

止の措置を講じることとなります。 

１７ 最低制

限基準比

較価格 

￥３，８４０，０００円（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 

 

（１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開札

を中止します。 

（３）入札者が２者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によるところとします。 

 

公告第１２８号 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成２６年１０月３１日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工事名 市営住宅新規募集に伴う室内改修（サンシャイン団地３０３号・西坊城団地２０５

号・西坊城団地２０８号） 

２ 工事場所 大和高田市市場外１地内 

３ 工事期間 契約締結の日から平成２７年１月９日（金）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加

資格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て満たしている

ものとします。 

（１）平成２６年度大和高田市競争入札参加資格者名簿の建築工事に登録されてい
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る者であること。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）平成２６年度大和高田市格付け等級がＣ、Ｄ又はＥ等級の者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当する者でないこと。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続

開始の申立てがなされている者でないこと。 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく

資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（７）大和高田市暴力団排除条例（平成２３年条例第２２号）第２条第１号若しく

は第２号に該当する者又はこれらと社会的に非難されるべき関係を有する者でな

いこと。 

（８）本公告の公告日の前日までに、Ｃ、Ｄ及びＥ等級の混合入札において、既に

元請けで受注している市発注工事が履行中（落札した時点から竣工検査を受けた

日まで）でない者であること。 

（９）本公告の公告日から入札時点までの間に、Ｃ、Ｄ及びＥ等級との混合入札案

件において落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札

参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き一般競争入札

参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格につい

ての確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又

は入札日において競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加する

ことができません。 

（１）申請書は、本市指定様式によるものとします。様式については、大和高田市

ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロード可能）するとともに、

契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（７）に係る暴力団排除に関する誓約書を（１）の申請

書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓約書は、本市指定様式によ

るものとし、様式については、（１）の申請書と同様に大和高田市ホームページに

掲載しています。 

（３）申請書等の提出は、持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け

付けません。 

（４）受付期間  平成２６年１０月３１日（金）から平成２６年１１月５日（水）

まで。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（５）受付時間  午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（６）受付場所  大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階環境建設部契約監理室 

７ 競争入札

参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うものとし、その結

果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日  平成２６年１１月６日（木） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、条件付き一般競争入札参加資格確認通知書

を送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を郵送しま

す。 

８ 入札説明

書（仕様書）

の配布 

入札説明書（仕様書）の配布は、次のとおり行います。 

（１）配布の期間 平成２６年１０月３１日（金）から平成２６年１１月５日（水）

まで。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（２）配布の時間 午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（３）閲覧の場所 大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階環境建設部契約監理室 

９ 入札説明 入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦＡ
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書（仕様書）

についての

質疑応答 

Ｘで、次のとおり行います。 

（１）受付期間 平成２６年１０月３１日（金）から平成２６年１１月７日（金）

まで 

（２）受付時間 午前８時３０分から午後５時まで。ただし、最終日は正午まで 

（３）送信先  大和高田市役所環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（４）回答期限 平成２６年１１月７日（金）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書

の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限   平成２６年１１月１３日（木）。入札執行日の前日であるため、こ

の日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先  〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６日本郵便株式会社大和高田郵便局留 

大和高田市役所環境建設部契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便によるもの

とし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書

への記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、契約希望金額の１０８分の１００に相当する金額を記載してください。 

１２ 入札保

証金 

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則第９

条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当する金額を違約金として徴収

します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参加資格

停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の

日時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時   平成２６年１１月１４日（金）午前１０時１０分 

（２）場所   大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階別棟会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の

無効 

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を

行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、入札時点におい

て５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者

の決定 

落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって

入札を行った者とします。 

１６ 契約保

証金 

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則第９条

第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当する金額を違約金として徴収し

ます。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停

止の措置を講じることとなります。 

１７ 最低制

限基準比

較価格 

￥１，４７０，０００円（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 

 

（１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開札

を中止します。 

（３）入札者が３者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によるところとします。 
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公告第１２９号 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成２６年１０月３１日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工事名 市営住宅新規募集に伴う室内改修（サンライズ団地２０２号・サンライズ団地４０

６号） 

２ 工事場所 大和高田市材木町地内 

３ 工事期間 契約締結の日から平成２７年１月９日（金）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加

資格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て満たしている

ものとします。 

（１）平成２６年度大和高田市競争入札参加資格者名簿の建築工事に登録されてい

る者であること。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）平成２６年度大和高田市格付け等級がＣ、Ｄ又はＥ等級の者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当する者でないこと。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続

開始の申立てがなされている者でないこと。 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく

資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（７）大和高田市暴力団排除条例（平成２３年条例第２２号）第２条第１号若しく

は第２号に該当する者又はこれらと社会的に非難されるべき関係を有する者でな

いこと。 

（８）本公告の公告日の前日までに、Ｃ、Ｄ及びＥ等級の混合入札において、既に

元請けで受注している市発注工事が履行中（落札した時点から竣工検査を受けた

日まで）でない者であること。 

（９）本公告の公告日から入札時点までの間に、Ｃ、Ｄ及びＥ等級との混合入札案

件において落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札

参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き一般競争入札

参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格につい

ての確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又

は入札日において競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加する

ことができません。 

（１）申請書は、本市指定様式によるものとします。様式については、大和高田市

ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロード可能）するとともに、

契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（７）に係る暴力団排除に関する誓約書を（１）の申請

書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓約書は、本市指定様式によ

るものとし、様式については、（１）の申請書と同様に大和高田市ホームページに

掲載しています。 

（３）申請書等の提出は、持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け

付けません。 

（４）受付期間  平成２６年１０月３１日（金）から平成２６年１１月５日（水）

まで。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（５）受付時間  午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（６）受付場所  大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階環境建設部契約監理室 
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７ 競争入札

参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うものとし、その結

果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日  平成２６年１１月６日（木） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、条件付き一般競争入札参加資格確認通知書

を送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を郵送しま

す。 

８ 入札説明

書（仕様書）

の配布 

入札説明書（仕様書）の配布は、次のとおり行います。 

（１）配布の期間 平成２６年１０月３１日（金）から平成２６年１１月５日（水）

まで。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（２）配布の時間 午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（３）閲覧の場所 大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階環境建設部契約監理室 

９ 入札説明

書（仕様書）

についての

質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦＡ

Ｘで、次のとおり行います。 

（１）受付期間 平成２６年１０月３１日（金）から平成２６年１１月７日（金）

まで 

（２）受付時間 午前８時３０分から午後５時まで。ただし、最終日は正午まで 

（３）送信先  大和高田市役所環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（４）回答期限 平成２６年１１月７日（金）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書

の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限   平成２６年１１月１３日（木）。入札執行日の前日であるため、こ

の日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先  〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６日本郵便株式会社大和高田郵便局留 

大和高田市役所環境建設部契約監理室 

（３）郵送方法 不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書

への記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、契約希望金額の１０８分の１００に相当する金額を記載してください。 

１２ 入札保

証金 

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則第９

条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当する金額を違約金として徴収

します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参加資格

停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の

日時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時   平成２６年１１月１４日（金）午前１０時２０分 

（２）場所     大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階別棟会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の

無効 

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を

行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、入札時点におい

て５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者

の決定 

落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって

入札を行った者とします。 
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１６ 契約保

証金 

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則第９条

第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当する金額を違約金として徴収し

ます。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停

止の措置を講じることとなります。 

１７ 最低制

限基準比

較価格 

￥１，１７０，０００円（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 

 

（１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開札

を中止します。 

（３）入札者が３者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によるところとします。 

 

公告第１３０号 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成２６年１０月３１日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工事名 大和高田市文化会館舞台吊物設備改修工事 

２ 工事場所 大和高田市本郷町地内（大和高田市文化会館） 

３ 工事期間 契約締結の日から平成２７年３月３１日（火）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加

資格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て満たしている

ものとします。 

（１）大和高田市競争入札参加資格者名簿の機械器具設置工事に登録されている者

であること。 

（２）経営規模等審査結果通知書・総合評定値通知書（有効期間内にある直近のも

の）の結果における機械器具設置工事の総合評定値が１０００点以上であること。 

（３）平成２１年４月１日以降で、客席数１０００席以上の文化会館施設において、

元請けで１，０００万円以上の吊物設備工事の施工実績を有する者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当する者でないこと。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続

開始の申立てがなされている者でないこと。 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく

資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（７）大和高田市暴力団排除条例（平成２３年条例第２２号）第２条第１号若しく

は第２号に該当する者又はこれらと社会的に非難されるべき関係を有する者でな

いこと。 

６ 競争入札

参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き一般競争入札

参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格につい

ての確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又

は入札日において競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加する

ことができません。 

（１）申請書は、本市指定様式によるものとします。様式については、大和高田市

ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロード可能）するとともに、
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契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（２）・５（３）の要件を満たすことを証するものとして

経営規模等審査結果通知書・総合評定値通知書（有効期間内にある直近のもの）

の写しと実績書（任意様式）を同時に提出してください。実績書には工事名、契

約相手方名、契約金額、履行期間及び工事概要を明記し、当該契約書の写しを添

付してください。また、５（７）に係る暴力団排除に関する誓約書を（１）の申

請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓約書は、本市指定様式に

よるものとし、様式については、（１）の申請書と同様に大和高田市ホームページ

に掲載しています。 

（３）申請書等の提出は、持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け

付けません。 

（４）受付期間  平成２６年１０月３１日（金）から平成２６年１１月１０日（月）

まで。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（５）受付時間  午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（６）受付場所  大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階環境建設部契約監理室 

７ 競争入札

参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うものとし、その結

果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日  平成２６年１１月１１日（火） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、条件付き一般競争入札参加資格確認通知書

を送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を郵送しま

す。 

８ 入札説明

書（仕様書）

の配布 

入札説明書（仕様書）の配布は、次のとおり行います。 

（１）配布の期間 平成２６年１０月３１日（金）から平成２６年１１月１０日（月）

まで。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（２）配布の時間 午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（３）配布の場所 大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階環境建設部契約監理室 

９ 入札説明

書（仕様書）

についての

質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦＡ

Ｘで、次のとおり行います。 

（１）受付期間 平成２６年１０月３１日（金）から平成２６年１１月１４日（金）

まで 

（２）受付時間 午前８時３０分から午後５時まで 

（３）送信先  大和高田市役所環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（４）回答期限 平成２６年１１月１７日（月）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書

の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限   平成２６年１１月２０日（木）。入札執行日の前日であるため、こ

の日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先  〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６日本郵便株式会社大和高田郵便局留 

大和高田市役所環境建設部契約監理室 

（３）郵送方法 不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書

への記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、契約希望金額の１０８分の１００に相当する金額を記載してください。 

１２ 入札保

証金 

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則第９

条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当する金額を違約金として徴収
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します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参加資格

停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の

日時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時   平成２６年１１月２１日（金）午前１１時 

（２）場所   大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階別棟会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の

無効 

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を

行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、入札時点におい

て５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者

の決定 

落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって

入札を行った者とします。 

１６ 契約保

証金 
免除します。 

１７ 最低制

限基準比

較価格 

￥１０，３７０，０００円（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 

 

（１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開札

を中止します。 

（３）詳細は入札説明書（仕様書）によるところとします。 

 

 

 

教育委員会告示第２４号 

 大和高田市教育委員会１０月定例委員会を下記のとおり招集する。 

  平成２６年１０月３日 

大和高田市教育委員会 

                                委員長 吉 村 博 一   

記 

日時  平成２６年１０月７日（火）午後３時 

場所  さざんかホール ４階 会議室 

議案  第１号 平成２６年度教育委員会表彰被表彰者について 

      第２号 第２０回大和高田市ふれあい「スポーツ広場」開催要項（案）について 

      第３号 後援願いについて 

      第４号 その他 

 

 

 

選挙管理委員会告示第３５号 

 大和高田市選挙管理委員会を次のとおり招集する。 

  平成２６年１０月６日 

教育委員会 

選挙管理委員会 
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                             大和高田市選挙管理委員会 

委員長 西 川 勝 彦   

１．日 時  平成２６年１０月１５日（水）午前９時 

２．場 所  大和高田市大字大中１００番地１ 

大和高田市役所 ３階 東会議室 

３．議 案  第１号 公職選挙法第２８条第１号、第２号及び第３号の規定による抹消について 

       第２号 在外選挙人名簿の抹消について 

       第３号 その他 

 

 

 

農業委員会告示第１１号 

生産緑地法に係る買取り申出に伴う農業の主たる従事者等の証明に関する事務処理規程の一部を 

改正する告示を次のように定める。 

平成２６年１０月１日 

                              大和高田市農業委員会 

会長 松 田 榮 義   

   生産緑地法に係る買取り申出に伴う農業の主たる従事者等の証明に関する事務処理規程の一部

を改正する告示 

 生産緑地法に係る買取り申出に伴う農業の主たる従事者等の証明に関する事務処理規程（平成５年

農業委員会告示第４号）の一部を次のように改正する。 

 別記様式中「申出する」を「申出をする」に、「         様」を「   申出者 

        様」に、「上記の者」を「買取り申出事由の生じた者」に改める。 

   附 則 

この告示は、告示の日から施行する。 

 

農業委員会告示第１２号 

 大和高田市農業委員会１１月定例委員会を次のとおり招集する。 

  平成２６年１０月２８日 

                              大和高田市農業委員会 

会長 松 田 榮 義   

記 

日 時  平成２６年１１月１０日（月）午後１時 

場 所  市役所 ３階 東会議室 

議 案  第１号 農地法第３条第１項について申請の件 

       第２号 農地法第４条規定による申請の件 

       第３号 農地法第５条規定による申請の件 

       第４号 その他 

 

 

 

農業委員会 


